
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の表枠前面に対し開閉自在な上側表部材及び下側表部材と、この下側表部材に設
けられた遊技媒体貯留可能な受皿へと遊技媒体を排出する前記表枠前面の内部に設けられ
た遊技媒体通路と、この遊技媒体通路から遊技媒体が払い出される前記表枠側の払出し口
と、この払出し口と連通する前記受皿側の払出し受口と、を備え

遊技機の遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置におい
て、
　前記払出し口の遮断及び遮断状態の解除を行う表枠側の第１遮蔽機構を備え、
　この第１遮蔽機構は、
　当該第１遮蔽機構の外装部材である支持体と、
　前記支持体における所定位置の支点を中心に揺動自在に軸支されたテコ部材と、
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、前記下側表部材の開放
操作によって前記払出し口を遮断し、前記下側表部材及び前記上側表部材を閉鎖した時に
前記遮断状態を解除する

前記テコ部材の一方先端側に回動自在に軸支された遮断部材と、
　この遮断部材が前記払出し口を所定位置で遮断した状態で保持自在とするように前記テ
コ部材を一時係留する係留装置と、
　前記上側表部材を前記表枠に対して閉鎖するとき、前記テコ部材の一時係留状態を解除
して前記払出し口の遮断状態を解除する係留解除手段と、を有し、
　前記係留装置は、前記支持体にて一方を固定され他方を前記テコ部材に固定されて前記
テコ部材を前記支持体側に付勢する第２弾性部材を設け、前記下側表部材の開閉操作にお



ことを特徴とする遊技
媒体通路口における遊技機用シャッター装置。
【請求項２】
　前記払出し受口の遮断及び遮断状態の解除を行うための第２遮蔽機構を前記受皿に設け
、前記第１遮蔽機構が前記払出し口を遮断したことに連動して前記第２遮蔽機構は前記払
出し受口を遮断することを特徴とする請求項１に記載の遊技媒体通路口における遊技機用
シャッター装置。
【請求項３】
　前記第２遮蔽機構は、
第１弾性部材により、前記払出し受口の遮蔽方向に付勢した第２遮断部材を前記下側表部
材に設け、前記下側表部材の開放時に前記第２遮断部材が前記第１弾性部材の付勢力によ
り前記払出し受口を遮蔽し、
前記下側表部材の閉鎖時に前記第２遮断部材に設けられた突設部が前記第１遮蔽機構に設
けられている案内用突設部と係合することで、前記第１弾性部材の付勢力に抗して前記払
出し受口に対する遮蔽状態を解除するように前記第２遮断部材を移動させることを特徴と
する請求項 に記載の遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置。
【請求項４】
　前記受皿及び前記払出し受口は、前記下側表部材に設けられ、
　前記下側表部材は、前記上側表部材を開放しなければ開放できず、
　前記上側表部材は、前記下側表部材を閉鎖しなければ閉鎖できない構造となっており、
　前記下側表部材を開放すると、前記第１遮蔽機構は前記払出し口を遮断するとともに、
前記第２遮蔽機構が前記払出し受口を遮断し、
　前記下側表部材を閉鎖すると、前記第２遮蔽機構は前記払出し受口の遮断状態を解除し
、　前記上側表部材を閉鎖すると、前記第１遮蔽機構は前記払出し口の遮断状態を解除す
る　ことを特徴とする請求項 のいずれかに記載の遊技媒体通路口における遊技
機用シャッター装置。
【請求項５】
　前記払出し口に対し設けた前記第１遮蔽機構は、
　前記表枠前面に対し着脱移動可能となる弾性変形可能な可動突設部により係合固着され
、前記可動突設部を所定方向に弾性変形させると係合固着状態が解除されて着脱移動可と
なり、
　前記弾性変形を戻すと再び係合固着される構造を有することを特徴とする請求項
のいずれかに記載の遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置。
【請求項６】
　前記第２遮蔽機構は、
　前記払出し受口の遮蔽方向あるいは遮蔽解除方向に移動自在な第２遮断部材を前記下側
表部材に設け、
　前記下側表部材の前記表枠前面に対する開閉を検出する検出装置からの制御信号によっ
て、前記第２遮断部材を駆動する所定駆動装置を備えたことを特徴とする請求項２に記請
の遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置。
【請求項７】
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ける移動部材に当接する当接部を、前記遮断部材を軸支した前記テコ部材の反対側の他方
端に設けて、前記移動部材による所定方向の移動によって前記支点を中心に前記テコ部材
の当接部が回動して、前記テコ部材の前記一方先端側に軸支された前記遮断部材が前記払
出し口を遮蔽状態とし、前記移動部材の移動によって生じるテコ部材の回動が所定位置と
なった時に、前記テコ部材の他方端近傍に設けられた回動制限部材を第３弾性部材による
付勢力によって突出させて前記テコ部材の回動を所定位置にて係留させ、
　前記係留解除手段は、前記上側表部材に設けられた突設部が前記上側表部材の閉鎖時に
前記回動制限部材を構成する部材の一部と当接して第３弾性部材による付勢方向とは反対
方向に移動させることにより、前記テコ部材の係留状態を解除する

２

２または３

１～４

遊技機の表枠前面に対し開閉自在な上側表部材及び下側表部材と、前記下側表部材に設



　前記払出し口より前記表枠前面の内部に遊技媒体を一時貯留させることのできる着脱可
能な前記遊技媒体通路を備えた一時貯留タンクを設け、
　前記払出し口に対し設けた前記第１遮蔽機構を所定位置に着脱移動させることにより、
前記表枠前面から前記一時貯留タンクを着脱可能とさせるロック機能としていることを特
徴とする遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遊技機の本体前面に対し開閉自在な表部材と、前記表部材に設けられた遊技媒
体貯留可能な受皿へと排出する前記本体前面の内部に設けられた遊技媒体通路と、を備え
た遊技機に係り、特に表部材開放時に遊技媒体通路の開口部より遊技媒体の外部への落下
を防止する遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置に関するものである。
【０００２】
尚、本発明における遊技機の遊技媒体とは、前記遊技機による所定遊技を進行させるため
に現金と変換して使用する、直径１１ mm程度の球状の玉、又は、直径２５～３０ mmで、且
つ厚さ１．２ mm程度のメダルとしての価値媒体などにより前記所定遊技を進行させる遊技
機用価値媒体である。
【０００３】
【従来の技術】
従来よりある、パチンコ遊技機等の遊技機は、その前面に、遊技の進行状況に応じて本体
内部に設けられた遊技媒体通路となる球排出通路を介して払い出される賞球や、現金ある
いは遊技球貸し出し専用カード（パチンコ・プリペイドカード）により前記球排出通路を
介して貸し出された貸球を受けるための受皿である球受皿が設けられている。なお、賞球
や貸球は遊技に使用するので、一括して遊技球という。
【０００４】
また、球受皿は前記表部材に設けられ遊技機本体に対し開閉自在に構成されている。そし
て、前記表部材を開放すると、前記遊技機本体側にある球排出通路端部（開口口）には払
出し口を覗くことができ、前記表部材に設けられた球受皿側には払出し受口を覗くことが
できる。
【０００５】
更に、前記球受皿には遊技球を遊技機とは別体に設けられた遊技球収納箱等に収納するた
めの球抜き穴機構が設けられている。この球抜き穴機構は前記球受皿への遊技球の貯留が
満杯になる前に球抜き穴部を開放して遊技球貯留箱等に移す際に用いられる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記表部材を開放すると、本体側の前記払出し口と球受皿側の払出し受口が露
出することとなり、球受皿に遊技球が貯留状態にあると払出し受口より遊技機の外部へと
落下したり、あるいは球受皿が満杯になり遊技球が球排出通路側に逆流している場合、又
は遊技利益が得られる状態となり遊技球が払い出される場合は、この遊技球が本体側の前
記払出し口より遊技機の外部へと落下する虞がある。
【０００７】
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けられた遊技媒体貯留可能な受皿へと遊技媒体を排出する前記表枠前面の内部に設けられ
た遊技媒体通路と、前記遊技媒体通路から遊技媒体が払い出される前記表枠側の払出し口
と、前記払出し口と連通する前記受皿側の払出し受口と、を備えた遊技機の遊技媒体通路
口における遊技機用シャッター装置において、
　前記払出し口の遮断及び遮断状態の解除を行う表枠側の第１遮蔽機構をさらに備え、
　前記第１遮蔽機構は、
　当該第１遮蔽機構の外装部材である支持体と、
　前記支持体における所定位置の支点を中心に揺動自在に軸支されたテコ部材と、
　前記テコ部材の一方先端側に回動自在に軸支された遮断部材と、を含み、



そこで、従来は前記表部材を開放する前に、球受皿内の遊技球を前記球抜き穴部から遊技
球を貯留箱等に移してから前記表部材を開放するようにしていた。
【０００８】
しかし、遊技中に前記表部材を開放しなければならない不具合が生じた時、一々球受皿内
の遊技球を前記貯留箱等に移す作業を行っていたのでは、遊技者が席を立ってしまい、遊
技者が遊技機を代えることで遊技者に不利益を与えてしまったり、ホール（営業店）側と
しても遊技機の稼働率が下がったり、前記表部材を開放してメンテナンスを行う場合に手
間がかかってしまうといった問題があった。
【０００９】
本発明は、前記問題点に鑑みなされたもので、受皿内に貯留された遊技媒体の満杯時又は
遊技媒体の払出し時に前記表部材を開放しても遊技媒体が遊技媒体通路から外部へと落下
しない遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置を提供することを技術的課題とす
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置は、前述の技術的課題を解決

　

【００１１】
　この構成によれば、前記 の開閉動作に連動して前記遊技媒体
通路の内部、又は前記受皿内にある遊技媒体の外部への落下の防止 当該防止状態の解
除をする遮蔽機構を設けたことで、遊技継続中に一時中断して前記 表部材を開放しな
ければならない不具合が生じても、前記遊技媒体の落下
【００１２】

【００１５】
　 の開閉動作に連動して前記 払出し受口よ
り外部への落下の防止 当該防止状態の解除をする遮蔽機構を設けたことで、遊技継続
中に一時中断して を開放しなければならない不具合が生じても、

一々前記 払出し受口より遊技媒体を所定の貯留箱等に移す作業
を行う 。結果として、前記 表部材の開放時に遊技者が
席を外すことが少なくなって、遊技者が遊技途中で遊技機を ことによる

、ホール（営業店）側としても遊技機の稼働率の低下を防げる。更に、前記
表部材を閉鎖する時に前記遊技媒体の落下の防止状態を解除させるようにしているため、
メンテナンスの容易性や迅速性も図ることができるようになる。
【００１６】
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するために以下のように構成されている。すなわち、遊技機の表枠前面に対し開閉自在な
上側表部材及び下側表部材と、前記下側表部材に設けられた遊技媒体貯留可能な受皿へと
遊技媒体を排出する前記表枠前面の内部に設けられた遊技媒体通路と、前記遊技媒体通路
から遊技媒体が払い出される前記表枠側の払出し口と、前記払出し口と連通する前記受皿
側の払出し受口と、を備えた遊技機の遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置に
おいて、前記払出し口の遮断及び遮断状態の解除を行う表枠側の第１遮蔽機構を備え、

前記第１遮蔽機構は、当該第１遮蔽機構の外装部材である支持体と、前記支持体におけ
る所定位置の支点を中心に揺動自在に軸支されたテコ部材と、前記テコ部材の一方先端側
に回動自在に軸支された遮断部材と、を備え、
　前記下側表部材の開放操作によって前記払出し口を遮断し、前記下側表部材及び前記上
側表部材を閉鎖した時に前記遮断状態を解除することを特徴とする。

下側表部材及び上側表部材
及び
下側

が防止される。

　また、前記払出し受口の遮断及び遮断状態の解除を行うための第２遮蔽機構を前記受皿
に設け、前記第１遮蔽機構が前記払出し口を遮断したことに連動して前記第２遮蔽機構は
前記払出し受口を遮断するようにすることが可能である。

さらに、前記上側表部材及び下側表部材 表枠側
及び

下側表部材 遊技媒体の落
下が防止されるため 表枠側

必要がなくなる 上側表部材及び下側
変える 遊技者不利

益がなくなり

前記第１遮蔽機構は、前記遮断部材が前記払出し口を所定位置で遮断した状態で保持自
在とするように前記テコ部材を一時係留する係留装置と、前記表部材を前記表枠に対して
閉鎖するとき、前記テコ部材の一時係留状態を解除して前記払出し口の遮断状態を解除す



【００１７】

【００１８】
　

【００１９】
　この構成によれば、上側表部材だけに前記 前面に対し開閉自在とするロック機構と
しての鍵を有するだけで下側表部材のロック機構も果たすことができるようになる。よっ
て、コストの削減及 不正行為を防ぐことを図ることができるようになる。
　

【００２０】
　

【００２２】

【００２３】

【００２４】
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る係留解除手段とを備える構成とすることができる。

　前記係留装置は、前記支持体にて一方を固定され、他方を前記テコ部材に固定されて前
記テコ部材を前記支持体側に付勢する第２弾性部材と、前記表部材の開閉手段における移
動部材と当接する当接部を前記遮断部材を軸支した前記テコ部材の反対側の他方端に設け
て、前記移動部材による所定方向の移動によって前記支点を中心に前記テコ部材の当接部
も回動して、前記テコ部材の前記一方先端側に軸支された前記遮断部材が前記払出し口を
遮蔽状態とし、前記移動部材の移動によって生じるテコ部材の回動が所定位置となった時
に、前記テコ部材の他方端近傍に設けられた回動制限部材を第２弾性部材による弾力によ
って突出させ前記テコ部材の回動を所定位置にて係留させるものとすることが可能である
。
　一方、前記係留解除手段は、前記表部材に設けられた突設部が前記表部材の閉鎖時に前
記回動制限部材を構成する部材の一部と当接して第３弾性部材による弾力方向とは反対方
向に移動させることにより、前記テコ部材の係留状態を解除するものとすることが可能で
ある。

また、前記受皿及び前記払出し受口は、前記下側表部材に設けられ、前記下側表部材は
、前記上側表部材を開放しなければ開放できず、前記上側表部材は、前記下側表部材を閉
鎖しなければ閉鎖できない構造となっており、前記下側表部材を開放すると、前記第１遮
蔽機構は前記払出し口を遮断するとともに、前記第２遮蔽機構が前記払出し受口を遮断し
、前記下側表部材を閉鎖すると、前記第２遮蔽機構は前記払出し受口の遮断状態を解除し
、前記上側表部材を閉鎖すると、前記第１遮蔽機構は前記払出し口の遮断状態を解除する
構造とすることができる。

表枠

び
また、下側表部材と上側表部材の閉鎖動作に連動して払出し口の遮断及び遮断状態の解

除ができるので、操作が容易である。

前記第２遮蔽機構は、第１弾性部材により、前記払出し受口の遮蔽方向に付勢した第２
遮断部材を前記下側表部材に設け、前記下側表部材の開放時に前記第２遮断部材が前記第
１弾性部材の付勢力により前記払出し受口を遮蔽し、前記下側表部材の閉鎖時に前記第２
遮断部材に設けられた突設部が前記第１遮蔽機構に設けられている案内用突設部と係合す
ることで、前記第１弾性部材の付勢力に抗して前記払出し受口に対する遮蔽状態を解除す
るように前記第２遮断部材を移動させる構成とすることができる。

　前記受皿及び前記払出し受口は、前記下側表部材に設けられ、前記下側表部材は、前記
上側表部材を開放しなければ開放できず、前記上側表部材は、前記下側表部材を閉鎖しな
ければ閉鎖できない構造となっており、前記下側表部材を開放すると、前記第１遮蔽機構
は前記払出し口を遮断するとともに、前記第２遮蔽機構が前記払出し受口を遮断し、前記
下側表部材を閉鎖すると、前記第２遮蔽機構は前記払出し受口の遮断状態を解除し、前記
上側表部材を閉鎖すると、前記第１遮蔽機構は前記払出し口の遮断状態を解除するものと
することができる。

　前記払出し口に対し設けた前記第１遮蔽機構は、前記表枠前面に対し着脱移動可能とな
る弾性変形可能な可動突設部により係合固着され、前記可動突設部を所定方向に弾性変形
させると係合固着状態が解除されて着脱移動可となり、前記弾性変形を戻すと再び係合固
着される構造を有するものとすることができる。



　

【００２５】
この構成によれば、前記本体側払出し口に対し設けた前記遮蔽機構が前記一時貯留タンク
の着脱時におけるロック機能の役目を果たしている。よって、前記一時貯留タンクを不用
意に着脱してしまうことを防止できるようになる。
【００２６】
　

【００３２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態に係る遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置を図
１～図１４に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態では、遊技機をパチンコ遊
技機として説明する。
【００３３】
［遊技機の構造］
パチンコ遊技機Ｉは、図１の正面図に示すように、縦長な方形状に枠組みにて構成されパ
チンコ遊技機Ｉの設置場所に強固に固定される外枠３と、その外枠３に一側を保持され、
且つその外枠３に対して開閉自在に設けられたパチンコ遊技機Ｉの本体部分となる表枠４
と、その表枠４の前面上部に開閉自在に設けられた上側表部材となる窓枠５とを備え、そ
の表枠４にはパチンコ遊技機Ｉを構成する主要構成部品のほぼ全てが集約されて構成され
ている。
【００３４】
表枠４に設けられる主要構成部品としては、盤面が遊技領域とされる遊技盤６と、この遊
技盤６に設けられた遊技領域に遊技媒体（以下、パチンコ玉という）を打ち出す発射装置
（遊技球処理部）７と、発射装置７を操作するための操作ハンドル８と、パチンコ遊技機
Ｉに供給すべきパチンコ玉、およびパチンコ玉が入賞口１５，１５，１８に入り入賞した
際にパチンコ遊技機Ｉから払い出される賞球を貯留する受皿となる球受皿２と、必要に応
じて所定個数のパチンコ玉を排出するパチンコ玉払出ユニット（図示せず）と、遊技盤６
の裏面側の方向に設けられた各種装置を制御することで遊技状態を制御する制御装置（図
示せず）とが挙げられる。
【００３５】
また、パチンコ遊技機Ｉには、表枠４に対して開閉自在な上側表部材となる窓枠５が設け
られている。この窓枠５は、遊技盤６の遊技領域全体をその枠内にほぼ覗きみることがで
きる透視部９を備えている（図２参照）。
【００３６】
更に、この透視部９の外周に沿って装飾ＬＥＤ１０、装飾ランプ１１，１１、スピーカー
１２，１２等が設けられている。この装飾ＬＥＤ１０や装飾ランプ１１，１１は、遊技の
進行状況に応じて点滅する。また、スピーカー１２，１２は遊技の進行状況に応じて各種
効果音を発する。
【００３７】
更にまた、遊技盤６は、表枠４の略中央部に装着される遊技盤６の収納枠４ａに収納固定
されるべく、ほぼ正方形状の合板により形成されている。その前面には、ほぼ円形状に植
立され、発射装置７により打ち出されたパチンコ玉の行き先を誘導する誘導レール１３と
、誘導レール１３によって囲まれた領域に設けられた釘や風車などの障害物１４と、パチ
ンコ玉が入ることで賞球としてパチンコ玉を払い出させる条件成立の契機となる入賞口１
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前記払出し口より前記表枠前面の内部に遊技媒体を一時貯留させることのできる着脱可
能な前記遊技媒体通路を備えた一時貯留タンクを設け、前記払出し口に対し設けた前記第
１遮蔽機構を所定位置に着脱移動させることにより、前記表枠前面から前記一時貯留タン
クを着脱可能とさせるロック機能とすることができる。

前記第２遮蔽機構は、前記払出し受口の遮蔽方向あるいは遮蔽解除方向に移動自在な第
２遮断部材を前記下側表部材に設け、前記下側表部材の前記表枠前面に対する開閉を検出
する検出装置からの制御信号によって、前記第２遮断部材を駆動する所定駆動装置を備え
ることが可能である。



５，１５が複数設けられている。
【００３８】
更にまた、遊技盤６の中央には種々の図柄及び情報を遊技の進行に合わせて表示する画像
表示装置１７が設けられている。画像表示装置１７の直下には、画像表示装置１７の表示
内容を可変せしめる為のトリガーとなるパチンコ玉を受け入れる始動入賞口（始動口）１
８が設けられている。これらの入賞口１５，１５あるいは始動入賞口１８にパチンコ玉が
入ると、所定数のパチンコ玉が賞球として払い出される。
【００３９】
更に、パチンコ遊技機Ｉの最下方には何れの入賞口１５，１５，１８にも入賞しないパチ
ンコ玉が取り込まれるアウト口１６が設けられている。
【００４０】
また、上述した部品や装置が設けられた遊技盤６の下方には、パチンコ玉を貯留する球受
皿２ａが設けられている。この球受皿２ａは、表枠４に対して開閉自在に設けられた下側
表部材である球受皿付き支持部材２と一体構成になっている。そして、球受皿付き支持部
材２の開放時に、表枠４側に設置された発射装置７や一時貯留部（以下、遊技球貯留タン
クという）３３、第１遮蔽機構８０等（図３参照）、及び球受皿付き支持部材２側に設置
された第２遮蔽機構９０（図９参照）を覗きみることができる。なお、本実施の形態にお
いてこの球受皿２ａは、パチンコ遊技機Ｉに対して一皿のみ設けられているが、本発明に
おいては一皿のみのものとは限られず、上下２段と分かれてなる２つの球受皿が備えられ
ているものでも良い。
【００４１】
球受皿２は、図１に示すように、内部にパチンコ玉を貯留する球受皿貯留部１９を有し、
パチンコ遊技機Ｉ前面から前方に突出して設けられている。
【００４２】
また、球受皿２の右側部分の底面を基端として、発射装置７へパチンコ玉を案内する案内
流路２０における発射部入口（図１中左側）２１へ向かう穏やかな傾斜が設けられている
。この傾斜の上流には、入賞時に払い出される賞球または貸球を払い出す開口部すなわち
払出し口２２ａ（または払出し受口２２ｂ）が設けられている。
【００４３】
更に、前記斜面の途中には、球抜きボタン３１により貯留されたパチンコ玉を排出する抜
き穴２３が設けられている。抜き穴２３から排出されたパチンコ玉は、下方へ誘導される
案内流路によりパチンコ遊技機Ｉの外部に排出される出口部に設置されているパチンコ玉
貯留箱へと収容されることとなる。
【００４４】
［遊技球貯留タンク（一時貯留部）３３の構造］
遊技球貯留タンク（一時貯留部）３３は、図４及び図５に示すように、パチンコ遊技機Ｉ
の本体内部から払出し口２２ａへと連通する遊技媒体通路となる球排出通路２９の途上に
あり、前記本体内部から払い出されるパチンコ玉を球受皿２ａの払出し受口２２ｂ側に排
出する傾斜面を有する上部通路部（第２傾斜面）４２を含む上蓋部４０と、下部通路部（
第１傾斜面）５２と、球受皿２で受容しきれないパチンコ玉を一時貯留する空間部である
貯留部５０と、から構成される。
【００４５】
遊技球貯留タンク（一時貯留部）３３における通路部は、二層構造の仕切板である第２傾
斜面４２と第１傾斜面５２とから構成される。また、貯留部５０は第２傾斜面４２を仕切
にして上空間部と下空間部の二層構造に形成される。
【００４６】
更にまた、遊技球貯留タンク３３はパチンコ遊技機Ｉの本体部分となる表枠４に設けられ
た収納部７０に対して着脱自在である。
すなわち、上蓋部４０側上面には距離を隔ててレール溝４６とガイドレール４９が設けら
れている。なお、収納部７０には、レール溝４６と係合するガイドレール７１が設けられ
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、ガイドレール４９と摺動させるレール溝７２が設けられている。
【００４７】
また、遊技球貯留タンク本体５１の下面には係合部材５６が設けられ当該係合部材５６に
は、係合穴５６ａが穿設されている。また同じく前記下面には位置決め穴５７ａが穿設さ
れている位置決め部材５７が設けられ、表枠４の突設部と係合するようになっている。な
お、パチンコ遊技機Ｉ内（表枠４内）には、係合部材５６の係合穴５６ａと係合する枠側
係合部材５６ｂが設けられている。
【００４８】
そして、遊技球貯留タンク３３は収納部７０のガイド部７１，７２と枠側位置決め部材５
７ｂとなる表枠４の突設部とを用いて装着すると共に、係合穴５６ａを枠側係合部材５６
ｂに係合させ、枠側係合部材５６ｂを９０度回転させて固定する。
［第１遮蔽機構８０の構成］
第１遮蔽機構８０は、球受皿付き支持部材２側に突出した案内用突設部となる第１の突起
部８１ａを有している。この第１の突起部８１ａは、斜面部が下方に向いたクサビ形状に
形成されている。
【００４９】
第１遮蔽機構８０は、球受皿付き支持部材２を表枠４に対して開放自在とするロック機構
となる開閉手段７３の開放操作と同期して払出しロ２２ａに対して少なくとも一部を遮蔽
部材８２により遮断する。また、第１遮蔽機構８０は、パチンコ遊技機Ｉの本体部分とな
る表枠４に対して球受皿付き支持部材２を閉鎖し、窓枠５を閉鎖した時に、前記遮蔽部材
８２による遮断状態を解除する構造となっている。
【００５０】
この構成によれば、球受皿付き支持部材２と窓枠５の閉鎖動作に連動して払出しロ２２ａ
の遮断及び遮断状態の解除ができるので、操作が容易である。
【００５１】
第１遮蔽機構８０は、パチンコ遊技機Ｉの本体部分となる表枠４の前面に対して着脱移動
自在に設けられている。すなわち、第１遮蔽機構８０は、弾性変形自在な係合突設部Ｔに
より、第１遮蔽機構８０をパチンコ遊技機Ｉの本体部分となる表枠４に装着する第１のロ
ック機構Ｒ１を有し、前記第１のロック機構Ｒ１を外すと前記表枠４に対してスライド着
脱移動自在であり、前記第１のロック機構Ｒ１が第１遮蔽機構８０をスライド着脱移動さ
せて所定位置で戻すと複数段階に着脱移動固定できるようになり、前記第１のロック機構
Ｒ１を外しつづけて着脱移動させると、第１遮蔽機構８０を着脱自在とさせるように構成
されている。
【００５２】
この構成によれば、第１遮蔽機構８０の組み付けが容易となる。またメンテナンスなどの
時に操作の邪魔とならない所定位置に迅速に移動できるようになる。
【００５３】
また、遊技球貯留タンク３３は前記表枠４に対し着脱自在とする第２のロック機構Ｒ２（
係合部材５６、係合穴５６ａ、枠側係合部材５６ｂ）を有し、遊技球貯留タンク３３を収
納部７０に装着してから、第１遮蔽機構８０を装着すると、第１遮蔽機構８０により遊技
球貯留タンク３３の第２のロック機構Ｒ２（係合部材５６、係合穴５６ａ、枠側係合部材
５６ｂ）が覆われ第２のロック機構Ｒ２の解除ができない構成となっている。
【００５４】
更に、第１遮蔽機構８０は、第１遮蔽機構８０の外装部材である支持体８１と、この支持
体８１における所定位置の支点（Ｓ１，Ｓ２）を中心に揺動自在に軸支された第１のテコ
部材８４及び第２のテコ部材８５と、第１のテコ部材８４及び第２のテコ部材８５の一方
先端Ｈ１側に支点（Ｓ３，Ｓ４）により回動自在に軸支された遮断部材８２とを連結し、
遮断部材８２による遮断方向と反対方向（反時計回り）に第２のテコ部材８５を弾力的に
付勢する第２弾性部材８７と、第１のテコ部材８４の他方端Ｈ２に設けられ、開閉手段７
３の開放操作時に第１のテコ部材８４及び第２のテコ部材８５を揺動自在とするために開
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閉手段７３における移動部材と当接して係合する係合突設部８４ａと、回動自在に軸支さ
れた遮断部材８２が払出し口２２ａを所定位置で遮断した状態で保持自在とするように第
１のテコ部材８４を一時係留する係留装置８６と、球受皿付き支持部材２を表枠４に対し
て閉鎖した後、窓枠５を閉鎖して第１のテコ部材８４の一時係留状態を解除し払出し口２
２ａを開口する係留解除手段８６ｂ，８８と、を有する。
【００５５】
また、係留装置８６は、支持体８１に備え付けられた第１のテコ部材８４及び第２のテコ
部材８５の他方端Ｈ２側の揺動方向に対し前記支持体における所定位置の支点Ｓ５を中心
に回動制限部材８６ｃが略直角な方向に回動自在に突出するように軸支されると共に、遮
断部材８２が払出し口２２ａの所定位置にて遮断した状態で保持自在とするようにその一
方先端部８６ａが第１のテコ部材８４の係留部８４ｂと当接する。
【００５６】
係留装置８６の他端側８６ｂに、第１のテコ部材８４及び第２のテコ部材８５の揺動方向
に対し略直角な方向に回動制限部材８６ｃを付勢する第３の弾性部材８８と、前記係留状
態を解除する際に押圧される被押圧部８６ｂと、を有する。そして、被押圧部８６ｂが第
３の弾性部材８８の付勢に抗して移動することで、回動制限部材８６ｃの一方先端部８６
ａと第１のテコ部材８４の係留部８４ｂとの当接を解除する。
【００５７】
更に、係留装置８６による係留状態の解除は、窓枠５を表枠４に対して閉鎖した時に回動
制限部材８６ｃの被押圧部８６ｂを押圧する窓枠５に設けられた突設部である押圧部が被
押圧部８６ｂを押圧することで、回動制限部材８６ｃの一方先端部８６ａと第１のテコ部
材８４の係留部８４ｂとの当接を解除する。
【００５８】
更にまた、第１のテコ部材８４の係合突設部８４ａは、球受皿付き支持部材２の開放操作
時に開閉手段７３における移動部材と当接して係合し第１のテコ部材８４及び第２のテコ
部材８５を揺動させ、遮断部材８２が払出し口２２ａを遮断した状態で係留装置８６によ
り第１のテコ部材８４の係留部８４ｂを一時係留する。
【００５９】
更にまた、前記表枠４は、パチンコ遊技機Ｉ前面より開閉自在な透視部９を有した窓枠５
を備えており、球受皿付き支持部材２は、パチンコ遊技機Ｉ前面より表部材Ｚを開閉自在
とする鍵部Ｋを有した表枠４に設けられたロック機構を解除して窓枠５を開けないと、開
閉手段７３の操作ができない構造となっている（図２，図３及び図５参照）。
【００６０】
窓枠５を開けないと、開閉手段７３の操作ができない構造とすることで、表枠４における
鍵を有するホール関係者以外は球受皿付き支持部材２の開閉操作をすることができないの
で、不正行為を防ぐことができる。
【００６１】
［第２遮蔽機構９０の構成］
第１遮蔽機構８０は、球受皿付き支持部材２側に突出した案内用突設部となる第１の突起
部８１ａを有している。そして、第２遮蔽機構９０は、図９，図１０，図１２（ｂ）に示
すように、第１の弾性部材９４により受け口２２ｂに対する遮断方向に付勢され当該受け
ロ２２ｂの少なくとも一部を遮断する遮断部材９５と、この遮断部９５と同期して第１の
弾性部材９４に付勢され、表枠側４の第１の突起部８１ａと対向する位置に突出する第２
の突起部９２ａとを有している。そして、球受皿付き支持部材２を開放すると、図９に示
すように、第１の弾性部材９４に付勢された遮断部材９５が軸部９３に沿って上昇し受け
ロ２２ｂの少なくとも一部を遮断する（図１３（ａ）参照）。一方、球受皿付き支持部材
２を閉鎖すると、図１０及び図１１に示すように、第１の突起部８１ａと当接して係合移
動することによって第２の突起部９２ａが前記付勢に抗して前記遮断方向と反対方向（下
方）に軸部９３に沿って移動させられることによって払出し受口２２ｂの遮断状態を解除
するようになる（図１３（ｂ）参照）。
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【００６２】
なお、第１の突起部８１ａ及び第２の突起部９２ａは、図１３に示すように、クサビ形状
に形成され、第１の突起部８１ａのクサビ形状の斜面部に沿って第２の突起部９２ａの斜
面部を摺動させて、第２の突起部９２ａを第１の弾性部材９４による付勢に抗して下方に
移動させる構成であるが、第１の突起部及び第２の突起部は、円筒状のローラが互いに回
転自在なローラ形状（１８１ａ，１９２ａ）であっても良い。
【００６３】
すなわち、第１の突起部及び第２の突起部をローラ形状にした場合、図１４（ａ）に示す
ように、第１の突起部１８１ａ及び第２の突起部１９２ａがローラ形状に形成されている
。そして、球受皿付き支持部材２を表枠４に対して閉鎖すると、図１４（ｂ）に示すよう
に、第１の突起部１８１ａのローラと第２の突起部１９２ａのローラが当接して形動移動
すると共に、第１の突起部１８１ａのローラに沿って第２の突起部１９２ａのローラが回
転しながら、第２の突起部１９２ａを第１の弾性部材９４による付勢に抗して第１の突起
部１８１ａのローラの下方に移動する。
【００６４】
この第２遮蔽機構９０の構成によれば、球受皿付き支持部材２の開閉動作に連動して払出
しロ２２ａ及び／又は受けロ２２ｂの遮断若しくは遮断解除ができるので、メンテナンス
などの操作時に容易な作業ができるようになる。
【００６５】
［別の実施の形態］
前述の実施の形態では、表枠４に対する表部材Ｚの開閉時に本体側突起部と球受皿側突起
部とを機械的に係合離反させることで遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装置と
したが、別の実施の形態として電気的な作用による遊技媒体通路口における遊技機用シャ
ッター装置とすることも本発明に含まれる。
すなわち、表部材（球受皿付き支持部材２）の開閉を検出する検出装置を球受皿付き支持
部材２および／または表枠４側に設ける。そして例えば、検出装置による検出手段として
球受皿付き支持部材２の閉鎖時にＯＮ状態となり、開放時にＯＦＦ状態となるスイッチを
用いる。また、図１５（ａ）（ｂ）に示すように、前記検出装置の制御信号により遮蔽部
材２０１を進退自在となると共に遮蔽部材２０１と連結する進退駆動装置２０２とを本体
側払出し口２２ａ及び／又は球受皿側払出し受口２２ｂに備える。なお、進退駆動機構２
０２の例として、非励磁時に退行し、励磁時に伸長するソレノイドがあげられる。そして
、検出手段（スイッチ）及び進退駆動装置（ソレノイド）２０２は検出装置の制御部が行
う。
【００６６】
次に、この別の実施の形態の動作を図１６のフローチャートに基づき説明する。
検出装置の制御部は、表部材Ｚにあたる扉の扉センサーにおける検出手段（スイッチ）の
ＯＮ・ＯＦＦ状態を監視しており（ステップ１０１）、検出手段（スイッチ）のＯＮ・Ｏ
ＦＦ状態に基づき球受皿付き支持部材２の開閉状態を判断する（ステップ１０２）。
球受皿付き支持部材２が開かれた場合、即ち検出手段（スイッチ）がＯＦＦ状態の場合（
ステップ１０２：ＹＥＳ）、制御部は進退駆動装置（ソレノイド）２０２を励磁状態とし
て（ステップ１０３）、伸長動作を行い連結する遮蔽部材２０１を用いて遊技媒体通路に
おける開口を一部遮断する（ステップ１０４）。
【００６７】
一方、球受皿付き支持部材２が閉鎖された場合、即ち検出手段（スイッチ）がＯＮ状態の
場合（ステップ１０２：ＮＯ）、前記制御部は進退駆動装置（ソレノイド）２０２を非励
磁状態として（ステップ１０５）、退行動作を行い連結する遮蔽部材２０１を用いて遊技
媒体通路における開口の遮断状態を解除する（ステップ１０６）。なお、ステップ１０４
の処理またはステップ１０６の処理終了後はステップ１０１の処理へ戻る。
【００６８】
【発明の効果】
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本発明によれば、前記表部材の開閉動作に連動して前記遊技媒体通路の内部、又は前記受
皿内にある遊技媒体の外部への落下の防止及ぴ当該防止状態の解除をする遮蔽機構を設け
たことで、遊技継続中に一時中断して前記表部材を開放しなければならない不具合が生じ
ても、前記遊技媒体の落下を防止させているため一々前記遊技媒体通路の内部又は前記受
皿内の遊技媒体を所定の貯留箱等に移す作業を行う必要をなくすことができる。結果とし
て、前記表部材の開放時に遊技者が席を外すことが少なくなって、遊技者が遊技途中で遊
技機を代えることによる遊技者不利益を与えることはなくなり、ホール（営業店）側とし
ても遊技機の稼働率の低下を防げる。更に、前記表部材を閉鎖する時に前記遊技媒体の落
下の防止状態を解除させるようにしているため、メンテナンスの容易性や迅速性も図るこ
とができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態における遊技機の斜視図である。
【図２】本発明の一実施の形態における遊技機の正面図であり、上側表部材を開いた状態
を示す。
【図３】本発明の一実施の形態における遊技機の正面図であり、下側表部材を開いた状態
を示す。
【図４】本発明の一実施の形態における遊技機の斜視図であり、表部材を開いた状態を示
す。
【図５】遊技機の遊技球貯留タンクおよび第１遮蔽機構の組み立て説明図である。
【図６】遊技機の第１遮蔽機構の詳細図であり、払出し口の開口状態を示す。
【図７】遊技機の第１遮蔽機構の詳細図であり、払出し口を閉鎖すると共に球切り動作を
行った状態を示す。
【図８】遊技機の第１遮蔽機構の詳細図であり、払出し口の一部閉鎖状態を示す。
【図９】遊技機の第２遮蔽機構の詳細図であり、払出し受口の一部閉鎖状態を示す。
【図１０】遊技機の第２遮蔽機構の詳細図であり、払出し受口の開口状態を示す。
【図１１】第１遮蔽機構と第２遮蔽機構の詳細図であり、第１遮蔽機構の突起部と第２遮
蔽機構の突起部が係合し、本体側払出し口及び払出し受口が開口状態の場合を示す。
【図１２】第１遮蔽機構と第２遮蔽機構の詳細図であり、第１遮蔽機構の突起部と第２遮
蔽機構の突起部が離反し、本体側払出し口及び払出し受口が一部閉鎖状態の場合を示す。
【図１３】第１遮蔽機構の突起部と第２遮蔽機構の突起部が係合あるいは離反した場合の
概念図であり、突起部がクサビ形状の場合を示す。
【図１４】第１遮蔽機構の突起部と第２遮蔽機構の突起部が係合あるいは離反した場合の
概念図であり、突起部がローラの場合を示す。
【図１５】本発明の別の実施の形態に係る遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装
置の概念図であり、電気的に処理する場合を示す。
【図１６】本発明の別の実施の形態に係る遊技媒体通路口における遊技機用シャッター装
置の処理の流れ図である。
【符号の説明】
Ｉ…パチンコ遊技機（遊技機）
２…球受皿
３…外枠
４…表枠
５…窓枠
６…遊技盤
７…発射装置
８…操作ハンドル
９…透視部
１０…装飾ＬＥＤ
１１…装飾ランプ
１２…スピーカー
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１３…誘導レール
１４…障害物
１５…入賞口
１６…アウト口
１７…画像表示装置
１８…始動口
１９…球受皿貯留部
２０…案内流路
２１…発射部入口
２２ａ…払出し口
２２ｂ…受け口
２３…抜き穴
２６…球貯留部
２９…遊技球排出通路（遊技媒体通路）
３３…遊技球貯留タンク
４０…上蓋部
４２…第２傾斜面
５０…貯留部
８０…第１遮蔽機構

９０…第２遮蔽機構
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８２…遮断部材

９５…遮断部材（第２遮断部材）



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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